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家庭で、地域で、
「省エネ」生活を始めましょう

　内子町は昨夏、地球温暖化防止のため、家
庭の省エネルギー対策の推進を目的に、「省
エネモニター」「グリーンカーテンコンテスト」
を行いました。その取り組み結果をお知らせ
します。
●省エネモニター
○参加＝６組
○内容＝「目指せ１人・１日・１㌔／ CＯ２削減」
　を目標に５日間の省エネ行動に挑戦し、C
　Ｏ２（二酸化炭素）削減量を集計しました。
○取り組み例＝風呂の湯を利用して頭や体を
　洗い、シャワーを使用しない→ CＯ２削減
　量 371㌘
○結果＝５日間で合計 32.3㌔（１人当たり１
　日 1.1㌔）のＣＯ２を削減しました。
　今年の夏は皆さんも挑戦してみませんか。

ご相談ください　
保険料の納付免除・猶予制度

　国民年金は、老後やもしもの場合に、あな
たの大きな支えとなります。しかし保険料の
納め忘れが続いたり納付が遅れたりすると、
年金を受け取れない場合があります。
　保険料は２年を経過すると時効で納められ
なくなりますので、忘れずに納期内に納めま
しょう。また、納付が困難な場合などは免除・
猶予制度がありますので、ご相談ください。
●主な免除・猶予制度
◎納付が困難なとき（保険料免除制度）
　　本人と配偶者、世帯主の前年所得が一定
　額以下の場合は、保険料の全額または一部
　が免除されます。
◎ 30 歳未満の人（若年者納付猶予制度）
　　世帯主の前年所得にかかわらず、本人と
　配偶者の前年所得が一定額以下の場合は全

　額の納付が猶予されます。
◎学生（学生納付特例制度）
　　配偶者や世帯主の前年所得にかかわらず
　本人の前年所得が一定額以下の場合は、全
　額の納付が猶予されます。
◎失業者の特例
　　本人の前年所得に関係なく、配偶者と世
　帯主の前年所得が一定額以下の場合は、保
　険料が免除されます。離職票や雇用保険受
　給資格者証などを添えてお申し込みくださ
　い。

【問い合わせ】
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５
○住民福祉課  住民班
☎０８９３（４４）６１５２

●グリーンカーテンコンテスト
　例年にない猛暑で水やりなどの管理が難し
く、生育不良なところが多い中、素晴らしい
成長をみせていた２組に優秀賞を贈りまし
た。
○応募＝ 10 組
○優秀賞
　・団体の部：
　　御祓小学校

　・個人の部：
　　大成　悠

ひさし

さん
　　　　（下重松）

【問い合わせ】
産業建設課　環境整備班
☎０８９３（４４）６１５９


